
自動二輪車の駐車場整備促進を求める意見書 

 

ここ最近、自動二輪車（バイク・オートバイ）の低価格、スクーター型デザイン、

高機能化により普及がさらに進み、新たな社会問題がクローズアップされている。

それは朝から晩まで、駅や繁華街の道路や歩道に自動二輪車が違法駐車され、交通

障害となっていることである。 

自動二輪車の違法駐車がはらむ問題点は二つある。第一には、内燃機関ゆえ構造

上マフラーがむき出しかつ高温であるため、歩行者が意図せず足など触れた場合大

やけどを起こす。さらに車重があることから横倒し時に大けがを起こす可能性もあ

る。第二には、自治体の条例上は、対象外であるゆえに撤去ができず、他方警察も

移動に手が回らない状況で、仮に撤去が実施されたとしても、そもそも自動二輪車

駐車場のない現状では、また違法駐車が繰り返され、解決は望めない。 

この背景は、駐車場法第２条第１項第４号にて、自動車のうち自動二輪車以外の

もの、という自転車でもなく自動車でもない不明瞭な扱いとなっていることである。

結果、自動二輪車駐車場が保有台数と比べ、全く不十分な状況にある。国交省は、

駐車場を設けてはいけないということではない、法改正は視野にない、と見解を出

しているものの、条文を見れば、自治体の整備が進まないのはもちろん、民間に向

けた補助制度もごく一部にしかなく、設置がなかなか進まないことは当然である。 

もちろん販売事業者側もこの点に強い危機感を感じており、日本二輪車協会や全

国オートバイ協同組合連合会が国交省や都道府県や地方自治体へ駐車場拡充の要望

を出すほど深刻な現状である。しかし、いまだ何ら抜本対策が打たれず、解決に至

っていないのは、違法駐車の現状を見れば明らかである。 

よって、本市議会は、国会及び政府に対し、まずは駐車場法第２条第１項第４号

の除外規定を削除し法的位置づけを明確化の上、自治体と民間への整備促進の広報

を大々的に行い、その後に、整備促進助成事業の予算化を強く求めるものである。 

 

上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 
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